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経営革新計画
電子申請システム

申請者向け
操作マニュアル

～変更申請・申請取り下げ～
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上部メニューから「変更申請」ボタンが選択され
ると、変更申請選択画面ページが表示されます。

承認済みの申請内容を変更したい申請の「変更申
請」ボタンをクリックします。
その後の申請内容の登録は、「新規申請」クリッ
ク時の申請項目一覧画面以降と同様の申請内容登
録を実施します。

※申請情報等の画面では、変更元の承認済み申請
の内容が表示されます。
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１ 変更申請 1/2

上部メニューから[申請]にマウスカーソルを
合わせ、実施したい内容のボタンをクリック
します。

・承認済みの申請内容を変更する場合
→「変更申請」ボタンをクリック

・申請済みの申請情報を確認する場合
→「申請履歴」ボタンをクリック

「変更申請」クリック時の変更申請選択画面

ログイン後トップ画面
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１ 変更申請 2/2 （入力確認画面）

入力確認画面にて、「変更事項」と「変更事項の
内容」を入力します。
入力内容に問題がある場合は、エラーメッセージ
が表示されますので、メッセージに従って修正し
て下さい。

■「一時保存」ボタンをクリックすると、入力内容を仮
保存でき、次回はその仮保存した状態から再開可能です。

■「申請項目管理画面へ戻る」ボタンをクリックすると、
申請項目一覧ページへ遷移し、他のページへの切り替え

が可能です。

変更申請では、以下のとおり変更前後の値が表示
されます。
○変更ありの場合：背景色は緑
○変更なしの場合：背景色は白、「-」を表示
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Appendix１：変更申請書（別表２）の表示形式について

変更申請書出力結果(別表2)

○変更申請時に別表2において削除（行の値の消去）を行った場合、変更申請書出力時に消去行が表示されないため、
別表2帳票左端の番号に欠番が生じることがあります。

例： 別表２の2行目を削除した場合

別表２入力内容確認画面

■背景色の凡例
変更前：白
変更後：緑
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申請を、申請者ご自身で取り下げすることができます。
取り下げを行ったことは、福井県へも通知され、審査は中断されます。
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申請の取り下げ 1/4

申請の取り下げ

取り下げを行う対象の受付番号リンクをクリッ
クします。

システムにログインします。
電子申請システム アクセス先

https://www.keieikakushin.go.jp/

上部メニューから[申請]にマウスカーソルを合
わせ、「申請履歴」ボタンをクリックします。

２

https://www.keieikakushin.go.jp/
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申請の取り下げ 2/4

画面を下にスクロールすると、最下部に「取り下
げ」ボタンが配置されています。

「取り下げ」ボタンをクリックすると確認のダイア
ログが表示され、確認ダイアログ内の「OK」ボタ
ンをクリックすることで取り下げが実行されます。

※ダイアログの表示形式はブラウザにより多少異なります。
（表記例は、GoogleChromeのもの）

２
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申請の取り下げ 3/4

取り下げが完了したことを示すメッセージが表
示され、ステータスも「取り下げ」となります。

取り下げが完了したことを示すメッセージが表示さ
れ、ステータスも「取り下げ」となります。

取り下げた申請は参照することが可能です。
対象の受付番号リンクをクリックします。

２
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申請の取り下げ 4/4

申請取り下げ後の申請
申請を取り下げた後、改めて申請を行うことができます。
また、取り下げた申請の情報を利用して再申請することも可能です。

■改めて申請を行う場合

上部メニューの[申請]→[申請履歴]から行います。

■改めて申請を行う場合

上部メニューの[申請]→[新規申請]から行います。

■取り下げた申請の情報を利用して再申請する場合

対象の受付番号リンクをクリックします。
入力内容確認画面の下部にある、
[入力再開/不備修正]ボタンをクリックします。

２
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